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対応 に苦慮す る場合 と して指摘 され ている主 な事案

A 親権者による児童虐待があるため,祖父母その他の子の親族が子を養育するのが

相当であるが,親権者がそのことに納得せず,親権を喪失 させるのもちゅうちょさ

れるような事案。

B 施設入所中,里親等委託中又は一時保護 中の児童の監護教育に関する事項につい

て,当該児童の親権者が不当な主張をするため,施設長,里親等又は児童相談所長

が児童の福社 のために必要であると考える措置を行 うのに支障が生 じるような事

案。

C 親権者がその精神上の障害等により子を適切に養育す ることが著 しく困難である

が,それが親権の濫用又は著 しい不行跡 とい う現行の親権喪失の原因に該当すると

は必ず しもいえないような事案。

D 親権者がその親権 (懲戒権)を 口実に児童虐待を正当化するなどし,児童相談所

の児童福祉司等による指導を受けた り,養育態度を改善 した りしようとする姿勢が

見 られないが,親権を喪失 させ るのはちゅうちょされるような事案。

E 医療ネグレク トの事案。

F 施設入所中,里親等委託中又は一時保護 中の児童が, 自らアルバイ トで稼いだお

金などで自らの名義で携帯電話の利用契約を締結 しようとするが,親権者がこれに

同意 しないため,契約の締結をすることができないような事案。

G 年長の未成年者が,児童養護施設等から退所 した後などに,事実上親権者から自

立 して,アパー トを借 りた り,就職 したりしようとするが,親権者がこれ らに同意

しないため,契約の締結等をすることができないような事案。

H 年長の未成年者が,児童養護施設等から退所 した後などに,事実上親権者から自

立 しているような場合に,親権者が,子につきまとった り,そ の周囲をはいかい し

た りする事案。

I 親権者について親権喪失の原因があるが,親権を喪失 させた後に,未成年後見人

を引き受けて くれる者 を確保することができないので,親権喪失宣告の申立て自体

がちゅうちょされる事案。




